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▽
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
の
任
命
　

[

同
意]

森も
り

隆た
か

顯あ
き

氏
の
後
任
委
員
と
し
て
、

そ

我が

嘉よ
し

伯あ
き

氏
を
任
命
。

▽
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
条
例
　
　
　
　
　

[

原
案
可
決]

国
際
情
勢
が
大
き
く
変
動
し
、
諸

外
国
に
対
し
、
我
が
国
が
行
う
人
的

支
援
へ
の
期
待
が
高
ま
る
中
で
、
今

後
予
想
さ
れ
る
外
国
の
地
方
公
共
団

体
の
機
関
等
へ
の
職
員
派
遣
に
対
応

す
る
た
め
、
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
。

▽
国
民
年
金
印
紙
売
り
さ
ば
き
基
金
設

置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

[

原
案
可
決]

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
国
民
年
金

保
険
料
の
収
納
に
関
す
る
事
務
が
、

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
か
ら
削
除

さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
も
の
。

▽
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
条
例

[

原
案
可
決]

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科

医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補

償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
市
立
学
校
の
学
校
医
等
の
公
務

災
害
に
対
す
る
補
償
に
係
る
経
費
を

市
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、

当
該
補
償
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
。

▽
文
化
振
興
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
審
議
会

条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

文
化
振
興
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策

定
に
当
た
り
、
必
要
な
調
査
審
議
を

行
う
た
め
、
同
審
議
会
を
設
置
す
る

も
の
。

▽
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
検
討
協
議
会
条
例

[

原
案
可
決]

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
の
見
直
し
に
当
た
り
、

必
要
な
調
査
、
研
究
及
び
検
討
を
行

う
た
め
、
同
協
議
会
を
設
置
す
る
も

の
。

▽
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
条
例

[

原
案
可
決]

健
康
づ
く
り
施
策
の
推
進
、
疾
病

の
予
防
対
策
等
に
つ
い
て
総
合
的
に

協
議
し
、
市
民
の
生
涯
を
通
じ
た
健

康
づ
く
り
の
支
援
に
資
す
る
た
め
、

同
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の
。

▽
表
彰
条
例
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

市
の
表
彰
制
度
に
つ
い
て
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
や
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ

活
動
な
ど
市
民
の
多
様
な
活
動
を
よ

り
評
価
し
や
す
い
制
度
に
改
め
る
た

め
、表
彰
の
区
分
等
を
見
直
す
も
の
。

▽
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

[

原
案
可
決]

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
職

員
が
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
期
間

が
延
長
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
に
準

じ
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
と

と
も
に
、
再
任
用
制
度
が
導
入
さ
れ

た
こ
と
等
に
伴
い
、
年
次
有
給
休
暇

を
付
与
す
る
期
間
を
年
か
ら
年
度
に

変
更
す
る
も
の
。

▽
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

職
員
の
再
任
用
制
度
が
導
入
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当

の
額
の
特
例
に
つ
い
て
規
定
す
る
も

の
。

▽
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例

[

原
案
可
決]

雇
用
保
険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
改
正
後
の
雇
用
保

険
法
で
定
め
ら
れ
た
失
業
給
付
の
水

準
を
確
保
す
る
た
め
、
本
市
職
員
の

退
職
手
当
制
度
に
つ
い
て
も
所
要
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
。

▽
特
別
会
計
条
例

[

原
案
可
決]

筑
紫
地
区
介
護
認
定
審
査
会
事
業

特
別
会
計
が
、
平
成
十
二
年
度
決
算

の
確
定
に
よ
り
当
初
の
設
置
目
的
を

完
了
し
た
の
で
、
当
該
特
別
会
計
を

廃
止
す
る
も
の
。

▽
税
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

軽
自
動
車
税
の
課
税
事
務
の
適
正

化
及
び
効
率
化
等
を
図
る
た
め
、
納

期
の
変
更
等
を
行
う
も
の
。

▽
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

[

原
案
可
決]

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
負

担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
使
用
料

を
改
定
す
る
も
の
。

▽
介
護
保
険
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

介
護
保
険
料
の
減
免
事
由
に
つ
い

て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
減
免
を
要

す
る
者
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
も

の
。

▽
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

緑
の
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
と
し
て
、

せ
ん
定
枝
葉
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
。

▽
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

[

原
案
可
決]

文
化
振
興
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
審
議

会
委
員
等
の
報
酬
額
を
定
め
る
も
の
。

▽
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の

定
数
条
例
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

市
内
の
農
地
の
減
少
等
を
踏
ま
え
、

農
業
委
員
会
の
組
織
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ

る
委
員
の
定
数
を
削
除
す
る
も
の
。

▽
都
市
公
園
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

小
倉
中
央
公
園
の
設
置
に
伴
い
、

同
施
設
の
適
正
な
管
理
を
図
る
も
の
。

条
例
の
改
正
　
　
13
件

条
例
の
制
定
　
　
6
件

人

事

案

件
　
　
１
件

平
成
十
四
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
な
ど

三
十
八
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
　

平
成
十
四
年
第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
は
三
月
一
日
に
招
集
さ
れ
、
三
月
二
十
二
日
ま

で
の
二
十
二
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
総
額
二
百
八
十
六
億
八
千
六
百
四
十
一
万
七
千
円
の
平
成

十
四
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
な
ど
三
十
八
議
案
が
提
出
さ
れ
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
議
員
か
ら
意
見
書
、
決
議
な
ど
三
件
の
案
件
が
提
出
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

3月定例会
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▽
平
成
十
三
年
度
一
般
会
計(

第
７
号)

[

原
案
可
決]

[

減
額]
八
、
五
四
一
万
七
千
円

[

総
額]二

八
〇
億
五
、
五
九
三
万
五
千
円

▽
平
成
十
三
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計(

第
３
号)

[

原
案
可
決]

[

増
額]

五
四
万
二
千
円

[

総
額]

六
七
億
八
、
三
〇
四
万
円

▽
平
成
十
三
年
度
都
市
開
発
資
金
事
業

特
別
会
計
（
第
３
号
）[

原
案
可
決]

[

増
額]

三
七
万
一
千
円

[

総
額]

一
三
億
五
、
四
〇
七
万
一
千
円

▽
平
成
十
三
年
度
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計(

第
４
号)

[

原
案
可
決]

[

減
額]

五
億
七
、
九
五
一
万
四
千
円

[

総
額]六

五
億
一
、
二
五
三
万
二
千
円

▽
平
成
十
三
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別

会
計(

第
３
号)

[

原
案
可
決]

[

減
額]

一
、
六
八
三
万
六
千
円

[

総
額]二

三
億
三
、
二
五
〇
万
七
千
円

▽
平
成
十
三
年
度
下
水
道
事
業
会
計

(

第
４
号)
[

原
案
可
決]

収
益
的
収
入

[

減
額]

八
〇
八
万
五
千
円

[

総
額]二

五
億
八
、
八
四
八
万
六
千
円

収
益
的
支
出

[

減
額]

四
二
五
万
五
千
円

[

総
額]

二
四
億
二
、
一
五
五
万
円

資
本
的
収
入

[

減
額]

二
、
四
〇
一
万
八
千
円

[

総
額]

六
億
九
、
三
五
六
万
五
千
円

資
本
的
支
出

[

減
額]

一
、
八
三
二
万
二
千
円

[

総
額]一

四
億
九
、
三
八
二
万
六
千
円

▽
平
成
十
四
年
度
一
般
会
計

[

原
案
可
決]

[
総
額]二

八
六
億
八
、
六
四
一
万
七
千
円

（
対
前
年
度
比
四
・
〇
％
増
）

※
内
訳
の
概
要
は
４
ペ
ー
ジ
参
照

▽
平
成
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

[

総
額]六

九
億
七
、
七
九
四
万
八
千
円

（
対
前
年
度
比
五
・
七
％
増
）

▽
平
成
十
四
年
度
都
市
開
発
資
金
事
業

特
別
会
計
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

[

総
額]

一
、
一
三
〇
万
二
千
円

（
対
前
年
度
比
九
八
・
九
％
減
）

▽
平
成
十
四
年
度
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

[

総
額]六

九
億
八
、
八
二
七
万
四
千
円

（
対
前
年
度
比
一
・
〇
％
増
）

▽
平
成
十
四
年
度
駐
車
場
事
業
特
別
会

計
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

[

総
額]

二
、
九
四
三
万
五
千
円

（
対
前
年
度
比
五
・
八
％
減
）

▽
平
成
十
四
年
度
土
地
取
得
事
業
特
別

会
計
　

[

原
案
可
決]

[

総
額]

三
億
一
、
二
四
〇
万
九
千
円

（
対
前
年
度
比
四
三
・
五
％
減
）

▽
平
成
十
四
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別

会
計
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

[

総
額]二

五
億
六
、
九
八
四
万
八
千
円

（
対
前
年
度
比
一
四
・
二
％
増
）

▽
平
成
十
四
年
度
下
水
道
事
業
会
計

[

原
案
可
決]

[

収
益
的
収
入
総
額]

二
六
億
五
、
七
六
六
万
七
千
円

（
対
前
年
度
比
二
・
二
％
増
）

[

収
益
的
支
出
総
額]

二
四
億
一
、
三
八
三
万
円

（
対
前
年
度
比
〇
・
七
％
減
）

[

資
本
的
収
入
総
額]

三
億
四
、
三
〇
八
万
九
千
円

(

対
前
年
度
比
四
三
・
八
％
減)

[

資
本
的
支
出
総
額]

一
一
億
七
、
四
〇
二
万
三
千
円

（
対
前
年
度
比
一
六
・
六
％
減
）

▽
市
道
路
線
の
廃
止
　
　
　
　[

承
認]

第
五
一
四
号
路
線
及
び
第
七
四
〇

号
路
線
。

▽
市
道
路
線
の
認
定
　
　
　
　[

承
認]

第
五
一
四
号
路
線
ほ
か
三
路
線
。

▽
訴
え
の
提
起
　
　
　
　[
原
案
可
決]

市
道
第
二
六
号
路
線
内
の
民
有
地

を
市
有
地
と
す
る
た
め
、
そ
の
所
有

者
の
所
在
を
調
査
し
た
が
不
明
で
あ

る
た
め
、
市
道
内
民
有
地
の
時
効
取

得
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記

請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
も
の
。

▽
専
決
処
分(

平
成
十
三
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算(

第
六
号))

[

承
認]

[

増
額]

九
九
〇
万
九
千
円

[

総
額]二

八
一
億
四
、
一
三
五
万
二
千
円

▽
予
算
審
査
特
別
委
員
会
の
設
置

[

原
案
可
決]

市
議
会
は
、
次
の
議
員
提
出
の
意

見
書
を
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書
は
関
係
機
関
に

送
付
し
ま
し
た
。

▽
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰

府
病
院
の
一
層
の
機
能
充
実
を
求
め

る
意
見
書
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

（
要
旨
）

福
岡
県
知
事
に
対
し
、
当
病
院
の

一
層
の
機
能
充
実
を
目
指
す
よ
う
強

く
要
望
す
る
も
の
。

市
議
会
は
、
次
の
議
員
提
出
の
決

議
を
可
決
し
ま
し
た
。

▽
同
和
特
別
対
策
の
終
結
を
求
め
る
決

議
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

（
要
旨
）

同
和
問
題
の
真
の
解
決
の
た
め
に
、

今
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の

同
和
特
別
対
策
を
終
結
す
る
こ
と
で

あ
る
も
の
。

市
議
会
は
、
次
の
陳
情
及
び
要
望

等
を
所
管
の
常
任
委
員
会
に
送
付
し

ま
し
た
。

▽
業
務
委
託
制
へ
の
陳
情
に
つ
い
て

﹇
文
教
委
員
会
に
送
付
﹈

▽
安
心
の
医
療
制
度
へ
の
抜
本
改
革
を

求
め
、
医
療
費
の
負
担
増
に
反
対
す

る
意
見
書
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て

﹇
厚
生
委
員
会
に
送
付
﹈

▽
女
性
農
業
委
員
の
登
用
に
関
す
る
要

望
に
つ
い
て﹇

文
教
委
員
会
に
送
付
﹈

▽
待
機
児
童
解
消
と
公
的
保
育
シ
ス
テ

ム
を
守
る
た
め
の
お
願
い
に
つ
い
て

﹇
厚
生
委
員
会
に
送
付
﹈

陳

情

・

要

望

等

決
　
　
　
　
議
　
　
１
件

意

見

書
　
　
１
件

議
員
提
出
議
案
　
　
１
件

報

告

案

件
　
　
１
件

そ
の
他
の
案
件
　
　
３
件

当

初

予

算
　
　
８
件

補

正

予

算
　
　
６
件


